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第15回合併協議会が、８月23日（月）午後１時30分から、田沢湖町総合開発センターを会場に
開催されました。
今回の協議会では、継続協議となっている「町名・字名の取扱いについて」、「保育事業の取扱い

について」と第14回協議会で提案された協議案５件についての協議が行われました。
町名・字名の取扱い、保育事業の取扱いについては、さらなる検討が必要なため、再度継続協議
となりました。
保育事業の取扱いについては、９月13日の第６回臨時合併協議会で、また町名・字名の取扱い

については、９月24日の第16回合併協議会で確認される予定です。

　町名・字名の取扱いについては、９月の定例協議会までに
各町村でさらに検討することとし、継続協議となりました。



第7回 協
議
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
四
十
九
号
（
継
続
協
議
）
…

始
め
に
、
第
十
四
回
協
議
会
後
の
各
町

村
の
協
議
等
の
結
果
に
つ
い
て
、
田
沢
湖

町
か
ら
は
、「
仙
北
市
の
下
に
田
沢
湖
を

付
け
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
る
が
字
名
に

つ
い
て
は
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。」、

角
館
町
か
ら
は
、「
前
回
報
告
と
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
は
な
い
。」、
西
木
村
か
ら
は
、

「
仙
北
市
の
あ
と
に
西
木
町
を
入
れ
た
い
。

ま
た
、
上
桧
木
内
、
下
桧
木
内
を
、
桧
木

内
に
統
一
し
た
い
。」
と
の
報
告
が
さ
れ
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ま
し
た
。

こ
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
よ
り

電
算
シ
ス
テ
ム
等
へ
の
入
力
作
業
な
ど
が

あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
く
確
定
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
り
、
協
議
の
結

果
、
九
月
二
十
四
日
の
第
十
六
回
合
併
協

議
会
で
決
定
す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
、
継

続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
五
十
号
（
継
続
協
議
）
…
…

前
回
、
合
併
後
の
保
育
所
運
営
方
針
に

つ
い
て
、
再
度
専
門
部
会
等
で
検
討
し
て

欲
し
い
と
の
要
望
が
出
さ
れ
た
件
に
つ
い

て
の
結
果
が
報
告
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
協

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
田
沢
湖
町
議
会

選
出
委
員
か
ら
、
も
う
一
度
検
討
す
る
時

間
を
貰
え
な
い
か
と
の
発
言
が
あ
り
、
こ

の
案
件
に
つ
い
て
は
、
九
月
十
三
日
の
第

六
回
臨
時
合
併
協
議
会
で
、
決
定
す
る
こ

と
で
確
認
さ
れ
、
継
続
協
議
と
な
り
ま
し

た
。

●
協
議
案
第
五
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
五
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
五
十
三
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
五
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
五
十
五
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

提
案
事
項
（
次
回
協
議
事
項
）

●
協
議
案
第
五
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…

①
角
館
町
外
三
か
町
村
公
衆
衛
生
施
設
組

合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も

っ
て
解
散
し
、
合
併
の
日
に
す
べ
て
の
事

務
及
び
財
産
、
債
務
並
び
に
一
般
職
の
職

員
は
、新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
ま
す
。

な
お
、
中
仙
町
に
つ
い
て
は
、
大
仙
市
の

合
併
の
前
日
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
一

日
）
を
も
っ
て
脱
退
し
ま
す
。

ま
た
、
中
仙
町
分
に
係
る
財
産
、
債
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合
併
前
に
協
議

の
上
、
調
整
さ
れ
ま
す
。

【
角
館
町
外
三
か
町
村
公
衆
衛
生
施
設
組

合
】田

沢
湖
町
、
角
館
町
、
西
木
村
、
中
仙

町
の
四
か
町
村
で
、
ご
み
、
し
尿
の
共
同

処
理
を
行
う
た
め
に
、設
置
さ
れ
ま
し
た
。
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合
併
後
は
、
ご
み
、
し
尿
の
処
理
も
市
の

業
務
と
し
て
、
引
き
続
き
行
わ
れ
ま
す
。

②
秋
田
県
町
村
土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て

は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
、
脱
退

し
ま
す
。
債
務
残
に
つ
い
て
は
、
償
還
表

に
基
づ
い
て
定
時
償
還
を
行
い
ま
す
。

【
秋
田
県
町
村
土
地
開
発
公
社
】

県
内
六
十
町
村
で
構
成
さ
れ
、
公
共
、

公
用
施
設
等
に
供
す
る
土
地
の
取
得
、
管

理
、処
分
を
主
た
る
業
務
と
し
て
い
ま
す
。

③
各
町
村
の
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
つ
い
て

は
、
出
資
金
は
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
管

理
・
運
営
は
現
行
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

【
主
な
第
三
セ
ク
タ
ー
等
】

・
株
式
会
社
ア
ロ
マ
田
沢
湖

・
玉
川
ダ
ム
湖
総
合
開
発
株
式
会
社

・
田
沢
湖
高
原
リ
フ
ト
株
式
会
社

・
株
式
会
社
花
葉
館

・
株
式
会
社
西
宮
家

・
株
式
会
社
西
木
村
総
合
公
社

※
第
三
セ
ク
タ
ー
と
は

国
や
地
方
公
共
団
体
と
民
間
の
共
同
出

資
に
よ
る
事
業
体
で
す
。

地
域
開
発
・
交
通
そ
の
他
の
分
野
で
設

立
さ
れ
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
民
間
の

資
金
と
能
力
を
導
入
し
て
共
同
で
事
業
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

●
協
議
案
第
五
十
七
号
…
…
…
…
…
…
…

①
農
林
業
の
振
興
に
関
す
る
計
画
は
、
新

市
に
お
い
て
策
定
す
る
も
の
と
し
、
新

計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
現

計
画
を
運
用
し
ま
す
。

た
だ
し
、
地
域
指
定
に
係
る
計
画
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

（
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
、
農
業
農
村

整
備
事
業
管
理
計
画
等
）

②
農
業
生
産
支
援
制
度
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
資
金
利
子
補
給
事

業
等
）

③
新
た
な
米
政
策
に
関
連
す
る
事
業
は
、

合
併
時
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

④
畜
産
関
係
事
業
は
、
合
併
時
に
調
整
さ

れ
ま
す
。

（
畜
産
共
進
会
等
）

⑤
土
地
改
良
関
係
事
業
は
、
田
沢
湖
町
の

例
を
基
本
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
採
択
済
み
事
業
は
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

⑥
林
業
関
係
事
業
は
、
合
併
時
に
調
整
さ

れ
ま
す
。

（
緑
化
推
進
事
業
、
林
道
開
設
（
管
理
）

事
業
等
）

前
回
に
引
き
続
き
、
こ
れ
ま
で
に
確
認

さ
れ
た
協
定
項
目
の
詳
細
に
つ
い
て
、
皆

さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

○
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

①
三
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て

新
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
が
れ
ま
す
。

②
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管

理
の
適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
職
員
の
職
名
及
び
任
用
要
件
に
つ
い
て

は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
適

正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
統
一
を
図
り

ま
す
。

④
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
　

給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
統

一
を
図
り
ま
す
。
な
お
、
合
併
後
、
速

や
か
に
給
料
の
格
差
是
正
を
行
い
ま
す
。

○
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

①
特
別
職
の
職
員
の
配
置
・
人
数
・
任
用

に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
い
調
整
さ
れ
ま
す
。
法
令
等
の

定
め
が
な
い
場
合
は
、
新
市
に
お
い
て

新
た
に
設
置
さ
れ
ま
す
。

②
特
別
職
の
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体
の
特
別
職

の
職
員
の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ

ま
す
。

【
常
勤
の
特
別
職
】

首
長
の
ほ
か
、常
勤
の
特
別
職
と
し
て
、

助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
が
置
か
れ
ま
す
。

任
期
は
、
各
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
ま
す
。
報
酬
は
、
現
行
報
酬
額
及
び
類

似
団
体
の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ
ま

す
。

【
議
会
議
員
】

報
酬
は
、
現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体

の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
は
、
別
に
協

議
さ
れ
決
定
し
て
い
ま
す
。（
協
議
会
だ

よ
り
第
十
号
四
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

【
行
政
委
員
会
】

（
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
農

業
委
員
会
等
）

報
酬
は
、
現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体

の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

委
員
の
数
及
び
任
期
は
、
各
法
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

な
お
、農
業
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は
、

別
に
協
議
さ
れ
決
定
し
て
い
ま
す
。（
協

議
会
だ
よ
り
第
十
号
四
頁
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。）

【
審
議
会
・
委
員
会
等
】

（
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
、
民
生
委
員
推
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薦
会
等
）

現
に
三
町
村
で
設
置
さ
れ
て
い
て
、
新

市
に
お
い
て
引
き
続
き
設
置
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
統
合
さ
れ
ま

す
。各

町
村
独
自
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
調
整
さ
れ

ま
す
。

人
数
、
任
期
は
、
現
行
の
制
度
の
も
と

に
調
整
さ
れ
ま
す
。

報
酬
は
、
現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体

の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

【
そ
の
他
の
特
別
職
】

そ
の
他
の
特
別
職
は
、
新
市
に
お
い
て

引
き
続
き
設
置
す
る
必
要
の
あ
る
も
の

は
、
現
行
の
任
期
を
も
と
に
調
整
し
、
新

市
に
お
い
て
新
た
に
設
置
さ
れ
ま
す
。

報
酬
は
、
現
行
報
酬
額
及
び
類
似
団
体

の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

○
条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い

条
例
・
規
則
等
の
制
定
に
当
た
っ
て

は
、
合
併
協
議
会
で
協
議
・
確
認
さ
れ
た

各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
内
容
に
基
づ

き
、
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
さ
れ
ま
す
。

①
合
併
と
同
時
に
市
長
職
務
執
行
者
の
専

決
処
分
又
は
職
権
に
よ
り
、
即
時
制
定

し
、
施
行
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
も
の
。

②
合
併
後
、
一
定
の
地
域
に
暫
定
的
に
施

行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

③
合
併
後
、
逐
次
制
定
し
、
施
行
さ
せ
る

こ
と
と
す
る
も
の
。

○
交
通
安
全
関
係
事
業

①
交
通
安
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
新
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き
継
ぎ
運

用
さ
れ
ま
す
。

②
そ
の
他
の
交
通
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
さ
れ
ま
す
。

【
交
通
安
全
計
画
】

仙
北
市
交
通
安
全
計
画

【
交
通
安
全
対
策
】

交
通
安
全
対
策
会
議

交
通
安
全
対
策
協
議
会

交
通
安
全
大
会

交
通
（
安
全
）
指
導
員

交
通
安
全
母
の
会

交
通
安
全
施
設
等
整
備

・
道
路
反
射
鏡
の
等
の
設
置

・
交
通
安
全
用
具
の
支
給

・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
費
補
助
金

○
地
域
交
通
対
策
関
係
事
業

生
活
バ
ス
路
線
維
持
、
町
営
バ
ス
等
の

公
共
交
通
機
関
の
確
保
・
充
実
に
関
す
る

事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

【
生
活
バ
ス
路
線
維
持
】

岡
崎
院
内
線
他
八
系
統

白
岩
線
他
八
系
統

桧
木
内
線
他
三
系
統

【
町
営
バ
ス
運
行
】

向
生
保
内
線

中
川
線
他
二
系
統

【
秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道
運
営
】

○
消
防
防
災
関
係
事
業

①
消
防
団
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
の
分
団

等
の
組
織
は
現
行
の
と
お
り
と
し
ま
す

が
、全
体
の
組
織
編
成
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
ま
で
に
検
討
さ
れ
ま
す
。

②
防
災
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
調
整
さ
れ
ま
す
。（
災
害
対
策

本
部
の
設
置
、
遭
難
対
策
委
員
会
等
）

③
地
域
防
災
計
画
及
び
消
防
計
画
は
、
新

市
に
お
い
て
新
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き
継
ぎ
運

用
さ
れ
ま
す
。

④
そ
の
他
の
消
防
防
災
関
係
事
務
及
び
事

業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
再
編
　

さ
れ
ま
す
。


